
勧誘することを告げずに、退去困難な場所に同行し勧誘 威迫する言動を交えて相談の連絡を妨害

契約前なのに強引に損失補償を請求される等

断定的判断の提供

誤

認して

帰

霊感的知見を
用いた告知

　　　　　　　   事業者と消費者の間には、商品やサービスについて、情報の質・量・交渉力に格差があることから
消費者の利益を守る目的で設立した法律です。労働契約を除く、全ての事業者と消費者間の契約に適用されます。
取消できる場合と消費者にとって一方的に不当・不利益な条項が無効になる場合を定めています。（冊子P16参照）

意志

消費者が抱いている不安を業者があおり、勧
誘し契約した場合や恋愛感情等につけこんで
勧誘し契約した場合。
事例：恋人に「自分がデザインしたアクセサ
リーを買ってくれないとつきあえない」と言わ
れて、アクセサリーの売買契約をした。

事例：中古車を購入するときに、事故車ではな

いと聞いていたが後で事故車だとわかった

「悪霊が憑りついてい
て将来不幸になる」など不安をあおり勧誘し契約
した場合。
事例：祈祷師と名乗る人物に家族や自分の悩みを
聞き出され「今すぐ除霊しないとさらに大変なこ
とになる。この置物を買えば除霊ができて幸せ
になれる」と言われて、置物を購入させられた。

霊感的知見を用いた告知

・取消できる期間は、誤認に気づいた時又は困惑から脱した時から1年間です。ただし契約から5年経過すると取消しできません。
・令和5年1月5日より霊感的知見を用いた告知により契約した場合は、誤認に気づいた時又は困惑から脱した時から3年間、契約

をしてから10年間取消すことができます。また、令和元年6月15日から令和5年1月4日までに結んだ契約で、時効が完成してい
ないものにも上記が適用されます。

同意なく締結した契約を取消すことができる未成年者の取消、約束が守られない場合（債務不履行）に契約を解除するこ

とができる債務不履行による解除も定められています。（冊子P16参照）

壺を買わないと
不幸になる

金融サービスの提供に関する法律・電気通信事業法・旅行業法

トラブルの多い特定の７つの取引類型について、勧誘の際に事業者が守るべき規制（書面交付・広告規制・不当

な勧誘等の禁止）クーリング・オフ（無条件契約解除権）制度、取消し（不実告知や故意の不告知があった場合）、

中途解約（特定継続的役務提供・連鎖販売取引）、過量販売解除などを定め、消費者保護を図っています。

　　　通信販売を除く６つの類型では、契約書面交付が義務となっていますが、２０２３年６月１日より消費

者が書面で承諾すれば電磁的な方法（メール、SNS、USB）で発行されることもあるので注意が必要です。

あってもこれに含む)
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